
十
四

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
振
替
株
式
の
併
合
に
よ
り
端
数
が
生
ず
る
場
合
の
措
置
及
び
指
示
）

（
振
替
株
式
の
併
合
に
よ
り
端
数
が
生
ず
る
場
合
の
措
置
及
び
指
示
）

第
三
十
条

法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は
記

第
三
十
条

法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は
記

録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
欄
等
（
法
第
百
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す

録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
欄
等
（
法
第
百
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す

る
保
有
欄
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ

る
保
有
欄
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
記
載
又
は
記
録
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
記
載
又
は
記
録
と
す
る
。

一

法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
の
加
入
者
の
口
座
の
保
有
欄
（
法
第
百
三
十
条

一

法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
の
加
入
者
の
口
座
の
保
有
欄
（
法
第
百
三
十
条

第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
欄
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
欄
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。
）

当
該
保
有
欄
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
法
第
百
三
十
六
条

じ
。
）

当
該
保
有
欄
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
法
第
百
三
十
六
条

第
一
項
第
一
号
の
振
替
株
式
の
数
（
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
申

第
一
項
第
一
号
の
振
替
株
式
の
数
（
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
申

出
（
以
下
「
特
別
株
主
申
出
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
た
振
替
株
式
に
つ
い
て

出
（
以
下
「
特
別
株
主
申
出
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
た
振
替
株
式
に
つ
い
て

は
、
同
号
に
規
定
す
る
特
別
株
主
（
以
下
単
に
「
特
別
株
主
」
と
い
う
。
）

は
、
同
号
に
規
定
す
る
特
別
株
主
（
以
下
単
に
「
特
別
株
主
」
と
い
う
。
）

ご
と
の
数
と
し
、
買
取
口
座
（
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
買
取

ご
と
の
数
）
に
減
少
比
率
（
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

口
座
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ

減
少
比
率
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
数
（
そ
の
数
に
一

て
い
る
振
替
株
式
の
う
ち
そ
の
買
取
り
の
効
力
が
生
じ
て
い
な
い
も
の
に
つ

に
満
た
な
い
端
数
（
第
四
号
に
お
い
て
「
保
有
欄
端
数
」
と
い
う
。
）
が
あ

い
て
は
、
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
申
請
を
し
た
振
替
株
式
の
株
主
ご
と

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
減
少
の
記

の
数
と
す
る
。
）
に
減
少
比
率
（
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

載
又
は
記
録

す
る
減
少
比
率
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
数
（
そ
の
数

に
一
に
満
た
な
い
端
数
（
第
四
号
に
お
い
て
「
保
有
欄
端
数
」
と
い
う
。
）

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
減
少

1



の
記
載
又
は
記
録

二
〜
七

（
略
）

二
〜
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
振
替
株
式
の
分
割
に
よ
り
端
数
が
生
ず
る
場
合
の
措
置
及
び
指
示
）

（
振
替
株
式
の
分
割
に
よ
り
端
数
が
生
ず
る
場
合
の
措
置
及
び
指
示
）

第
三
十
一
条

法
第
百
三
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は

第
三
十
一
条

法
第
百
三
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は

記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
欄
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
欄
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
記
載
又
は
記
録
と
す
る
。

号
に
定
め
る
記
載
又
は
記
録
と
す
る
。

一

法
第
百
三
十
七
条
第
五
項
の
加
入
者
の
口
座
の
保
有
欄

当
該
保
有
欄
に

一

法
第
百
三
十
七
条
第
五
項
の
加
入
者
の
口
座
の
保
有
欄

当
該
保
有
欄
に

記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
同
条
第
一
項
第
一
号
の
振
替
株
式
の
数
（
特

記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
同
条
第
一
項
第
一
号
の
振
替
株
式
の
数
（
特

別
株
主
申
出
が
さ
れ
た
振
替
株
式
に
つ
い
て
は
、
特
別
株
主
ご
と
の
数
と
し

別
株
主
申
出
が
さ
れ
た
振
替
株
式
に
つ
い
て
は
、
特
別
株
主
ご
と
の
数
）
に

、
買
取
口
座
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
振
替
株
式
の
う
ち
そ
の
買
取

増
加
比
率
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
増
加
比
率
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

り
の
効
力
が
生
じ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項

同
じ
。
）
を
乗
じ
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
（
第
四
号
に
お
い

の
申
請
を
し
た
振
替
株
式
の
株
主
ご
と
の
数
と
す
る
。
）
に
増
加
比
率
（
法

て
「
保
有
欄
端
数
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

第
百
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
増
加
比
率
を
い
う
。
次
号
に
お

の
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
（
第
四
号
に

お
い
て
「
保
有
欄
端
数
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

二
〜
七

（
略
）

二
〜
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
合
併
等
に
よ
り
他
の
銘
柄
の
振
替
株
式
が
交
付
さ
れ
る
際
に
端
数
が
生
ず
る

（
合
併
等
に
よ
り
他
の
銘
柄
の
振
替
株
式
が
交
付
さ
れ
る
際
に
端
数
が
生
ず
る

場
合
の
措
置
及
び
指
示
）

場
合
の
措
置
及
び
指
示
）

2



第
三
十
二
条

法
第
百
三
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は

第
三
十
二
条

法
第
百
三
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は

記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
欄
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
欄
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
記
載
又
は
記
録
と
す
る
。

号
に
定
め
る
記
載
又
は
記
録
と
す
る
。

一

法
第
百
三
十
八
条
第
五
項
の
加
入
者
の
口
座
の
保
有
欄

当
該
保
有
欄
に

一

法
第
百
三
十
八
条
第
五
項
の
加
入
者
の
口
座
の
保
有
欄

当
該
保
有
欄
に

記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
同
条
第
一
項
第
二
号
の
振
替
株
式
の
数
（
特

記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
同
条
第
一
項
第
二
号
の
振
替
株
式
の
数
（
特

別
株
主
申
出
が
さ
れ
た
振
替
株
式
に
つ
い
て
は
、
特
別
株
主
ご
と
の
数
と
し

別
株
主
申
出
が
さ
れ
た
振
替
株
式
に
つ
い
て
は
、
特
別
株
主
ご
と
の
数
）
に

、
買
取
口
座
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
振
替
株
式
の
う
ち
そ
の
買
取

割
当
比
率
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
割
当
比
率
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

り
の
効
力
が
生
じ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項

同
じ
。
）
を
乗
じ
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
（
第
四
号
に
お
い

の
申
請
を
し
た
振
替
株
式
の
株
主
ご
と
の
数
と
す
る
。
）
に
割
当
比
率
（
法

て
「
保
有
欄
端
数
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
割
当
比
率
を
い
う
。
次
号
に
お

の
と
す
る
。
）
の
同
項
第
一
号
の
振
替
株
式
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
存

い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
（
第
四
号
に

続
会
社
等
振
替
株
式
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

お
い
て
「
保
有
欄
端
数
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
。
）
の
同
項
第
一
号
の
振
替
株
式
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
存
続
会
社
等
振
替
株
式
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記

録
二
〜
八

（
略
）

二
〜
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
投
資
口
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

（
投
資
口
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
条

第
二
十
八
条(

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
規
定
は
法
第
二
百

第
六
十
条

第
二
十
八
条(

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
規
定
は
法
第
二
百

二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
七
号
に
規

二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
七
号
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
二

定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
二

百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す

百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
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る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
は
法

る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
は
法

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
の
規

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
振
替
機
関
が
す
る
指
示
に
つ
い
て
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は

定
に
よ
り
振
替
機
関
が
す
る
指
示
に
つ
い
て
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は

法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
七
条
第
五
項
に

法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
七
条
第
五
項
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
三
十
一
条
第
二
項
の

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
三
十
一
条
第
二
項
の

規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
七
条
第

規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
七
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
機
関
が
す
る
指
示
に
つ
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一
項

五
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
機
関
が
す
る
指
示
に
つ
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一
項

の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
八
条

の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
八
条

第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
三
十
二
条

第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
三
十
二
条

第
二
項
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三

第
二
項
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三

十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
機
関
が
す
る
指
示
に
つ
い
て
、
第
三
十
三

十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
機
関
が
す
る
指
示
に
つ
い
て
、
第
三
十
三

条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
又
は
記

用
す
る
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
又
は
記

録
に
つ
い
て
、
第
四
十
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

録
に
つ
い
て
、
第
四
十
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て

用
す
る
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て

、
第
四
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

、
第
四
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

第
百
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
三
十
一
条
第
一
項

振
替
株
式
の
数

振
替
投
資
口
の
口
数

第
三
十
一
条
第
一
項

振
替
株
式
の
数

振
替
投
資
口
の
口
数

第
一
号

第
一
号

特
別
株
主
申
出

特
別
投
資
主
申
出

特
別
株
主
申
出

特
別
投
資
主
申
出

特
別
株
主
ご
と
の
数

特
別
投
資
主
ご
と
の
口

特
別
株
主
ご
と
の
数

特
別
投
資
主
ご
と
の
口

数

数

振
替
株
式
の
株
主
ご
と

振
替
投
資
口
の
投
資
主

の
数

ご
と
の
口
数

乗
じ
た
数

乗
じ
た
口
数

乗
じ
た
数

乗
じ
た
口
数

そ
の
数

そ
の
口
数

そ
の
数

そ
の
口
数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
第
一
項

振
替
株
式
の
数

振
替
投
資
口
の
口
数

第
三
十
二
条
第
一
項

振
替
株
式
の
数

振
替
投
資
口
の
口
数

第
一
号

第
一
号

特
別
株
主
申
出

特
別
投
資
主
申
出

特
別
株
主
申
出

特
別
投
資
主
申
出

特
別
株
主
ご
と
の
数

特
別
投
資
主
ご
と
の
口

特
別
株
主
ご
と
の
数

特
別
投
資
主
ご
と
の
口

数

数
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振
替
株
式
の
株
主
ご
と

振
替
投
資
口
の
投
資
主

の
数

ご
と
の
口
数

乗
じ
た
数

乗
じ
た
口
数

乗
じ
た
数

乗
じ
た
口
数

そ
の
数

そ
の
口
数

そ
の
数

そ
の
口
数

存
続
会
社
等
振
替
株
式

存
続
投
資
法
人
振
替
投

存
続
会
社
等
振
替
株
式

存
続
投
資
法
人
振
替
投

資
口

資
口

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
保
有
優
先
出
資
口
数
に
応
じ
た
振
替
優
先
出
資
の
消
却
に
よ
り
端
数
が
生
ず

（
保
有
優
先
出
資
口
数
に
応
じ
た
振
替
優
先
出
資
の
消
却
に
よ
り
端
数
が
生
ず

る
場
合
の
措
置
及
び
指
示
）

る
場
合
の
措
置
及
び
指
示
）

第
六
十
五
条

法
第
二
百
四
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又

第
六
十
五
条

法
第
二
百
四
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
記
載
又

は
記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
欄
等
（
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に

は
記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
欄
等
（
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
欄
等
を
い
う
。

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
欄
等
を
い
う
。

）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
記
載
又
は
記
録
と
す
る
。

）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
記
載
又
は
記
録
と
す
る
。

一

法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
五

一

法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
五

項
の
加
入
者
の
口
座
の
保
有
欄
（
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準

項
の
加
入
者
の
口
座
の
保
有
欄
（
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
三
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
欄
を
い
う
。
以

用
す
る
法
第
百
三
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
欄
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

当
該
保
有
欄
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

当
該
保
有
欄
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
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い
る
振
替
優
先
出
資
（
法
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
優
先

い
る
振
替
優
先
出
資
（
法
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
優
先

出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
口
数
（
法
第
二
百
三
十

出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
口
数
（
法
第
二
百
三
十

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
申
出

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
申
出

が
さ
れ
た
振
替
優
先
出
資
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
特
別
優
先
出
資

が
さ
れ
た
振
替
優
先
出
資
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
特
別
優
先
出
資

社
員
ご
と
の
口
数
と
し
、
買
取
口
座
（
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い

社
員
ご
と
の
口
数
）
に
減
少
比
率
（
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て

て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
買
取
口
座
を
い
う
。
）

準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
減
少
比
率
を
い
う

に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
振
替
優
先
出
資
の
う
ち
そ
の
買
取
り
の
効

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
口
数
（
そ
の
口
数
に
一
に
満
た
な
い

力
が
生
じ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お

端
数
（
第
四
号
に
お
い
て
「
保
有
欄
端
数
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、

い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
申
請
を
し
た
振
替
優
先
出
資
の

こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

優
先
出
資
社
員
ご
と
の
数
と
す
る
。
）
に
減
少
比
率
（
法
第
二
百
三
十
九
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

減
少
比
率
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
口
数
（
そ
の
口
数

に
一
に
満
た
な
い
端
数
（
第
四
号
に
お
い
て
「
保
有
欄
端
数
」
と
い
う
。
）

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
減
少

の
記
載
又
は
記
録

二
〜
七

（
略
）

二
〜
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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